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宮田村 公共施設の使用について 

宮田村教育委員会 

 

◆使用制限の基準（長野県感染警戒レベルによる） 

長野県が緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象となった場合は、基準によらず施設

使用を中止とします。 

 

宮田村の感染警戒レベル 
（上伊那圏域の感染警戒レベル） 

対応目安 

レベル 5 公共施設の使用中止 

レベル 4 登録団体または村内者のみの利用可 

レベル 1〜3 

県内のレベル 4 以上の地域からの利用 
または 

直近１週間の人口 10 万人当たりの新規陽性者数が
15.0 以上の地域からの利用は原則不可 

※上表によらず、緊急で使用を中止する場合があります。 

 

 

◆対象施設 

 ・宮田村民会館        ・宮田村図書館 

 ・体育センター        ・農業者トレーニングセンター 

 ・屋内運動場         ・中央グランド 

 ・つつじが丘グランド     ・宮田村武道館 

 ・宮田球場          ・マレットゴルフ場 

 ・テニスコート        ・宮田村文化会館 

 ・宮田宿本陣（旧新井家住宅） ・向山雅重民俗資料館 

 ・総合公園ふれあい広場    ・うめっこらんど（遊ゆう広場、児童館） 

 ・小中学校体育館       ・小中学校校庭 

 

●直近１週間の人口 10 万人当たりの新規陽性者数が 15.0 以上の地域からの利用は公共施設

の使用は原則お断りさせていただきます。 

●県内の感染警戒レベル 4以上の地域との往来がある方（同居家族含む）の使用については

極力お控えいただくようお願いいたします。 

●感染防止対策を徹底した上、各団体の活動をお願い致します。感染が心配な場合は、活動

を控えることをご検討ください。 

●使用に関してご心配な場合は事前にご相談ください。 

●うめっこらんど・小中学校施設は、上表どおりではない場合もありますので、ご相談くだ

さい。 


